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別 紙 

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」新旧 

 

新 

 

旧 

国自安第７５号 

国自貨第７９号 

国自整第６９号 

平成２１年 ９月２９日 

一部改正 平成２１年１１月３０日 

一部改正 平成２２年１２月１５日 

一部改正 平成２３年 ３月３１日 

一部改正 平成２４年 ３月２８日 

一部改正 平成２５年 ９月１７日 

一部改正 平成２６年 ３月 ４日 

一部改正 平成２６年１２月２５日 

一部改正 平成２９年 １月１３日 

一部改正 平成３０年 ３月３０日 

一部改正 令和 元年１０月３１日 

一部改正 令和 ２年１１月１８日 

一部改正 令和 ３年 ５月２８日 

一部改正 令和 ５年 ９月２９日 

 

 

各地方運輸局自動車交通部長  殿 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長   殿 

各地方運輸局自動車技術安全部長    殿 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長    殿 

 

自 動 車 交 通 局 安 全 政策 課 長 

自 動 車 交 通 局 貨 物 課 長 

国自安第７５号 

国自貨第７９号 

国自整第６９号 

平成２１年 ９月２９日 

一部改正 平成２１年１１月３０日 

一部改正 平成２２年１２月１５日 

一部改正 平成２３年 ３月３１日 

一部改正 平成２４年 ３月２８日 

一部改正 平成２５年 ９月１７日 

一部改正 平成２６年 ３月 ４日 

一部改正 平成２６年１２月２５日 

一部改正 平成２９年 １月１３日 

一部改正 平成３０年 ３月３０日 

一部改正 令和 元年１０月３１日 

一部改正 令和 ２年１１月１８日 

一部改正 令和 ３年 ５月２８日 

 

 

 

各地方運輸局自動車交通部長  殿 

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長   殿 

各地方運輸局自動車技術安全部長    殿 

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長    殿 

 

自 動 車 交 通 局 安 全 政策 課 長 

自 動 車 交 通 局 貨 物 課 長 
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自動車交通局技術安全部整備課長 

 

 

   貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び 

   日車数等について 

 

（略） 

 

附 則（略） 

 

附 則（令和５年９月２９日 国自安第７４号、国自貨第７３号、国自整第 

１１９号） 

 １ この通達は、令和５年１０月１日から施行する。 

 ２ 令和５年９月３０日以前の違反行為については、改正前の通達に定め

る規定により行政処分等を行うものとし、令和５年４月 1 日以降に確認

した違反行為にあっては、改正後の安全規則の規定に読み替えて行政処

分等を行うものとする。 

 

自動車交通局技術安全部整備課長 

 

 

   貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び 

   日車数等について 

 

（略） 

 

附 則（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 


